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医療・保健分野における協力覚書
2013年8月以降、厚生労働省は以下の28か国と覚書の署名を行っている。
（直近では2020年11月キューバと署名）

○ 我が国の医療の国際展開に向け、厚生労働省と新興国等の保健省との協力関係の構築を推進

○ 各国のニーズに合わせて、

①日本の経験や知見の共有、相手国の医療・保健分野の政策形成の支援

②医療技術、医薬品及び医療機器に関連する人材の交流・育成

などをテーマとして、協力覚書を締結。

保健当局間での協力関係の構築
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